
 

第５回美深町農業委員会 

総 会 議 事 録            
                               （平成３０年８月３０日） 

     午前１１時３０分開会 

 

◎議事日程 

 

第１       議事録署名委員の指名について 

第２         諸般の報告(推薦委員、事務局) 

第３  議案第１号  農地法第 3 条の規定による許可申請について 

第４  その他 

 

 

◎出席委員 （8名） 

1番 樋 口 國 先   

2番 瓜 田  晃  

3番 荒 谷 和 江  

4番 山 下 博 史 

7番 神 野 充 布 

8番 杉 田 文 枝 

9番 藤 本  博 

10番 外 崎 敬 雄 

 

◎欠席委員 （2名） 

5番 長谷川 和 夫 

6番 菅 野 能 弘 

 

◎農業委員会事務局 

事務局長   川端秀司   

事務局次長 中村 稔   

係長 村田絵美 



◎開会宣言 

 

 外崎会長 ただいまの出席委員は 8 名です。5 番長谷川委員、6 番菅野委員から欠席

するとの申出がありました。欠席理由につきましては、長谷川委員は○○

○○○○○のためということで、また、菅野委員は○○○○○○○○○○

○○○ということで欠席でございます。過半数の出席があり、定数に達し

ておりますので、ただいまから第5回美深町農業委員会総会を開会します。

これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配布のとお

りでございます。 

 

◎日程第１ 議事録署名委員の指名について 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 

 外崎会長 

＜日程第１＞議事録署名委員の指名を行います。会議規則第 18条の規定によ

り、本日の議事録署名委員に 8番杉田委員、9番藤本代理にご指名いたしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」という者あり） 

 

ご異議がないようでありますので杉田委員、藤本代理を議事録署名委員に決

定いたしました。 

 

 

◎日程第２ 諸般の報告について 

 

 外崎会長 

 

 

 

  

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程第２＞諸般の報告を行います。委員のみなさまから報告事項があれば

発言してください。 

ございませんか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

それでは、私の方から共済組合上川北支所管内を 8月 10日作況して参りまし

た。その中で、和寒から美深までを見に行ったのですが、作物全般としまし

ては、水稲はまあまあかなと。水稲の話をききますと、出来上がりとしては

良いように見えるのですけども、分けつの株が少ないので若干その分減収に

なるのかなという状況でございます。また、その他豆類、ビート、南瓜、そ

ば、飼料作物を見て参りました。全体といたしましては、南瓜はまあまあの

所はあるのですけども今年の天候ですので、これ良いというものは特別ない

わけですけども、南瓜に対しましてはひどい所は水やけ、干ばつによりビニ

ールから這わない南瓜が 2、3割見受けられました。そういった中で、そばも

水の害だと思うのですが、10cm 足らずで穂に花が咲いている状況で、コンバ

インで刈れないのが 2、3割見受けられています。豆類も実がないのがあると

いうことでございます。また、一番これはひどいなと感じたのはビートです。

全体を見ても今時点で、大根が 5、6cm、10cmにいってないのがほとんどでし

た。芋は掘りだして、だいたい良いようですけど小粒という話でございます。

全般としては、やや不良からものによっては不良という状況です。町村全体

としてみては、美深は一番良い方かなとそのように見受けられております。

また、水稲は空知あたりも見ていますけども、上川の方が空知よりはだいぶ

良い方です。デントコーンも 50、60cm の畑が 2、3 割見受けられますので、

刈り取りにもならないし、実も入らないのではないかなという状況でござい

ます。 

ただいまの報告に対して何かあればご質疑いただきたいとおもいます。 

ありませんか。 



 

 外崎会長 

 

村田係長 

 

 外崎会長 

 

 村田係長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 村田係長 

 

 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

  

ありませんので、次に事務局より報告いたします。 

 

はい、係長。 

 

はい、係長。 

 

それでは、1ページをご覧ください。第 4回総会以降の経過報告になります。 

7 月 28 日、札幌美深会ふるさとの集いが札幌市で開催されまして、中村次長

が出席をしております。30 日、農業実習生の○○○○さんが来町されており

ます。実習先は○○○○で、実習期間は平成 30年 8月 1日からとなっており

ましたが、本人の体調不良もありまして、8月いっぱいで○○○○の実習を終

了しております。8月 1日、第 4回臨時会、役場議場で行われまして、川端局

長、中村次長が出席をしております。8日、北部上川農業委員会協議会臨時総

会及び上川地方農業委員会連合会役員会が旭川市で開催されまして、外崎会

長、中村次長が出席をしております。外崎会長ですが、北部上川農業委員会

協議会会長と上川地方農業委員会連合会副会長に就任をしております。28日、

平成 29年度美深町各会計決算審査が議会委員会室で行われまして、川端局長、

私が出席しております。監査委員による決算審査が行われております。29日、

農業実習生の○○○さんが離町されました。実習期間は 6月 19日から 8月 28

日まで、実習先は○○○○○○○○でした。30 日、本日ですが、農地利用状

況調査を午後から行います。同日、第 5回農業委員会総会です。2ページをお

開きください。第 5 回総会以降の予定になります。8 月 31 日、農地情報公開

システム実務担当者操作研修会が札幌市で開催されまして、私が出席します。

9 月 3日から 14 日、東京大学体験活動プログラム 1 班 3名が来町されます。

受入農家は○○○○さんの農場、○○さんの農場、○○○○○○、○○○○

○○農場で受入れます。6 日、平成 30 年度農作物生育状況調査現地視察が町

内で開催され、全委員と事務局が出席します。10 日、第 3 回定例会、一般質

問と議案説明、14 日、議案審議が役場議場で行われまして、外崎会長、川端

局長、中村次長が出席の予定です。21 日、美深町開拓 120 年記念植樹祭、仁

宇布地区で行われまして、外崎会長、川端局長が出席をしております。第 6

回の農業委員会総会ですが、26日でいかがでしょうか。 

 

（日程調整中） 

 

第 6 回農業委員会総会については、21 日とします。総会以降の予定としまし

て、連絡があったものを記載しております。10 月 5 日、上川地方農業委員会

連合会三役会及び役員会が旭川市で開催されます。外崎会長と事務局が出席

いたします。11 月 19 日、平成 30年度地区別農業委員会・農地利用最適化推

進員等研修会が旭川市で開催されます。後日案内が届きましたら出欠につい

て、確認させていただきます。報告以上です。 

 

ただいまの報告に対し、ご質疑があれば受け賜ります。 

ございませんか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

なければ次に進みます。 

 

 

 

 

 

 



◎日程第３ 議案第１号 

 

 外崎会長 

 

 

 村田係長 

  

 外崎会長 

 

村田係長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

外崎会長 

 

 

 

＜日程第３＞議案第 1 号農地法第 3 条の規定による許可申請についてを議題

に供します。事務局より説明いたします。 

 

はい、係長。 

 

はい、係長。 

 

それでは、3ページをご覧ください。議案第 1号農地法第 3条の規定による許

可申請について、農地法第 3 条の規定による許可申請について、次のとおり

ありましたので審議を求めます。 

整理番号 8番、譲渡人、○○市○○△条△丁目△番△△号 ○○○○○○ 

○○○○さん、譲受人、字○○△△△番地△ ○○○○さん、土地の表示、

美深町字○○△△△番△、地目、公簿畑、現況畑、面積△,△△△㎡です。契

約の種類は売買、土地の引渡の時期は農地法 3 条の許可日、売買価格は反当

り△△,△△△円、総額△△,△△△円です。権利設定の理由は、譲渡人は国

有財産を隣接する耕作者に売払いする。譲受人は経営地と隣接している農地

であり、一体化することで農地利用の効率化を図るです。こちらの農地の周

囲の農地を北海道農業公社が所有していまして、○○さんが農業公社から賃

貸をしております。説明以上です。 

 

議案第 1号について審議願います。ご意見、ご質疑を賜ります。 

ございませんか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ご質疑等がないようでありますので、議案第 1 号農地法第 3 条の規定による

許可申請について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。 

よって議案第 1 号農地法第 3 条の規定による許可申請については、原案のと

おり可決されました。 

 

 

◎日程第４ その他 

 

 外崎会長 

 

 外崎会長 

 

＜日程第４＞その他、委員のみなさまから何かございませんか。 

 

なければ事務局からありませんか。 

 

 

◎閉会宣言 

 

 外崎会長 以上をもちまして、一切の案件の審議を終了いたしました。第 5 回総会を終

了いたします。 

大変お疲れさまでした。 

 

※終了 午前１１時４５分 



美深町農業委員会会議規則第１９条第２項により署名する。  

 

 

 

議 長  会 長       ㊞ 

 

 

 

署名委員  ８ 番         ㊞ 

 

 

 

 署名委員  ９ 番         ㊞ 

 


